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吹田市地域包括支援センター運営業務委託事業者の業務実施状況の評価に関する要領 

 

 

（目的） 

第 1 条 この要領は、吹田市地域包括支援センター運営業務委託事業者（以下、「委託事業

者」という。）の業務実施状況について、客観的な評価を行うため、以下の各号について定

めるものとする。 

 

（1）評価指標 

（２）評価方法 

（３）委員評価の基準及び方法 

 

（評価指標） 

第 2条 評価指標については、様式 1のとおりとする。 

 

（評価方法） 

第３条  委託事業者は、受託 2 年目以降毎年度、前年度の業務実施状況について、様式 1

の活動目標及び取組内容等に基づき、自己評価を実施する。 

2 市は、毎年度、前項の自己評価結果を踏まえて、様式 1 の活動目標及び取組内容等に基

づき、1次評価を実施する。 

3 吹田市地域包括支援センター運営業務委託事業者選定等委員会（以下、「委員会」とい

う。）の委員は、受託 4 年目に受託 3 年目の業務実施状況について、前 2 項の評価結果

を踏まえて、様式 1の活動目標及び取組内容等に基づき、委員評価を実施する。評価の実

施に当たっては、委員会において行う委託事業者へのヒアリング等の内容についても反映

するものとする。 

様式 1 に挙げる項目以外に意見すべきことがある場合は、「評価項目以外の評価事項」

を用いるものとする。 

 

（委員評価の基準及び方法） 

第４条 委員会の委員が、前条第 3項に基づく評価を行った結果、評価点の合計が 16点以

上の場合は、その委員は事業者の委員評価を可とし、16 点未満の場合は、否としたものと

する。 

2 委員会は、前項に基づく各委員の委員評価結果を委託事業者ごとに集計し、その過半数

により委託事業者の委員評価を行うものとする。もし、可否同数の場合は、委員会において

協議した上、委員長が決するものとする。 

ただし、次の各号に該当する場合は、当該委託事業者の委員評価結果を否とする。 

 

（1）活動目標において、同一項目内で 2名以上の委員から 0の評価点を受けている場合 
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（2）委託事業者へのヒアリング実施日に、正当な理由なく不在の場合 

 

3 前 2項の規定に関わらず、様式 1 の「評価項目以外の評価事項」に委託事業者の評価に

影響を及ぼす記述があると委員会が判断した場合は、前 2 項に基づく委員評価結果を踏

まえて委員会において協議した上で、委員長がその可否を決するものとする。 

 

（委任） 

第５条 この要領に定めるもののほか、委託事業者の業務実施状況の評価に必要な事項は、

福祉部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この要領は、平成 30年 7月 19日から施行する。 

（平成 30年度実施評価の経過措置） 

2 平成 30年度に実施する評価については、第 4条第 3項の「受託 4 年目に受託 3年目

の業務実施状況について、」を「平成 24 年 10 月 1 日から委託している吹田市地域包括

支援センターにおいては、受託 7年目に受託 6年目の業務実施状況について、また、平成

28年 4月 1日から委託している同センターにおいては、受託 3 年目に受託 2 年目の業

務実施状況について、」に読み替える。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和元年 7月 3日から施行する。 

（施行期日） 

 この要領は、令和 2年 9月 10日から施行する。 

（施行期日） 

 この要領は、令和 3年 8月４日から施行する。 

（施行期日） 

 この要領は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

 


